
仕様書

１ 件名

３幼稚園配膳コンテナ購入

２ 購入品

配膳コンテナ

３ 製品仕様

別紙図面参照

（１）寸法：幅 900×奥行 600×高さ 1340mm 以下であること(コーナーゴムを除く)

有効寸法 幅 800×奥行 530mm

※配膳コンテナ 1 台に対し，収納予定数量分の食缶類が全て収納でき

ること（「４ 食缶類仕様」参照）

（２）質量：70kg 以下であること

（３）材質：本体/SUS430

キャスター/ゴム車φ150，対角ストッパー付

埋込み取手 /ステンレス
扉/SUS430

蝶番 /ステンレス
棚 /SUS430

（４）棚 3 段，コーナーゴム，扉付きで密閉できること

（５）学校給食衛生管理基準を満たしていること

４ 食缶類仕様

※青缶，赤缶は重ねて収納可

収納予定数量 縦×横×高さ

丸缶 1 320×320×300mm

青缶 1 260×320×120mm

赤缶 1 290×340×110mm

麺用カゴ 1 340×370×220mm

トレー用カゴ 1 340×370×220mm

パン麺箱 1 483×373×256mm

牛乳運搬箱 2 375×260×170mm



５ 納品場所及び数量

６ 納入期間

令和４年３月１日から令和４年３月３１日までのうちとする。

７ 検収

納入時において，納品物の機能，品質等に不具合がないことを確認することをも

って検収にかえる。

８ 守秘義務

（１）受託者は，本事業の実施に関し知り得た事項について，他に漏らしてはなら

ない。また，市の許可を得ずに，複製，改変してはならない。

（２）受託者は，この契約における業務に従事している者に対し，在職中及び退職

後において，作業上知り得た事項の秘密保持義務を遵守させるよう必要な措

置を講じなければならない。

（３）（２）の規定については，本事業を完了し，又は解除した後であっても，なお

その効力を有するものとする。

（４）本業務のため市から提供された情報等については，業務完了後，速やかに市

に返還するか，市の指示に従い処理するものとする。

（５）本事業の一部を第三者に委託して実施させる場合は，当該者は受託者と同様

の秘密保持義務を負うものとする。

（６）その他，神栖市情報公開及び個人情報保護に関する条例等関係法令を遵守す

ること。

９ 特記事項

（１）見積金額には，送料・設置費等納入に関する費用を含むものとする。

（２）納入品については，事前に市教育委員会と協議のうえ，決定するものとする。

（３）納入日については，事前に市教育委員会と納入先施設と協議のうえ，決定す

るものとする。

（４）納入に際しては，納入年月日，品名，数量，単価を記載した備品納入報告書

を作成し，納入先施設及び市へ紙及び電子媒体で提出すること。また，納品

される備品の写真も市に提出すること。なお，写真については，電子媒体の

みの提出も可とする。

（５）本仕様書に記載の無い事項は，市教育委員会と協議のうえ決定すること。

神栖市石神 773-1 石神幼稚園 4 台

神栖市大野原中央 2-1-22 大野原幼稚園 6 台


